
Ⅱ 東山交通対策の実施概要について 

 

今年度は，昨年度と同様に，「住民や観光客が安全で快適に歩けるまちづくり～住民と行政とのパー

トナーシップ～」を目標に，東山地区の交通問題の解決を目指して，東山交通対策を実施しました。ま

た，段階的な対応を図ることを基本方針とし，広域的な事前広報も含めた「広域的な交通対策」，交通

の集中が著しい東山地区へ自家用車を流入させない「東山周辺地区での交通対策」，東山地区内へ進入

してきた自家用車への対応と歩行者の安全確保を図る「東山地区内での交通対策」を実施しました。交

通対策は，観光ピーク期である11月22日（土），23日（日），24日（月・休），29日（土），30日（日）の

５日間を中心に実施しました。 

 

【平成20年度東山交通対策の全体構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域的な交通対策 

１.公共交通の利用促進に向けた事前広報，ＰＲの実施 
（昨年まで広報・PRの不足していた阪神地域での実施強化） 

東山周辺地区での交通対策 

２.東山地区へのアクセスにより利便性の高いパーク＆ライド駐車場
の利用促進による流入抑制 

３.東大路通の通過交通車両の迂回誘導 
４.鉄道駅にアクセスするシャトルバスの運行による利便性向上 

東山地区内での交通対策 

５.五条坂・茶わん坂内の駐車場専用化による五条坂への流入抑制 
６.タクシー乗場の利用適正化による交通阻害要因の排除 
７.東山地区内での誘導強化による交通円滑化 
８.東大路通南行き車両の左折禁止による歩行者の安全性確保と五条坂へ

の流入抑制 
９.東山地区における警備・誘導の実施 
10.バス停の分離・移設による歩行者の快適性の向上と交通円滑化 
11.路上駐停車の排除による交通の円滑化 
12.歩行者に対する案内の充実と安全確保の充実 

東福寺周辺での交通対策 



対策名称 対策内容 
エリア 

出発前 経路途中 地区内 

広
域
的
な 

交
通
対
策 

① 

公共交通の利用促進

に向けた事前広報・PR

の実施 

・ポスター，チラシ，インターネット等の情報媒

体を効果的に活用し，交通対策の実施と公共交

通の利用促進について事前から広範囲にＰＲを

行う。 

○ ○  

東
山
周
辺
地
区
で
の
交
通
対
策 

② 

東山地区へのアクセス

により利便性の高い 

パーク＆ライド駐車場

の利用促進による流入

抑制 

・京都市内の３エリアに臨時の駐車場を設けてパ

ーク＆ライドを実施する。 

・市内中心部への自家用車の流入抑制を図るた

め，24時間対応の丹波口パーク＆ライド，大津

市パーク＆ライド，京阪本線橋本駅パーク＆ラ

イド及び長岡京市パーク＆ライドと連携した取

組を実施する。また，11月の１箇月間にわたり，

民間店舗等の協力を得て大型商業施設等を活用

したパーク＆ライドを実施する。 

 ○  

③ 
東大路通の通過交通

車両の迂回誘導 

・看板の設置により，東大路通の通過交通車両を

東山地区外へ誘導するとともに，五条坂・茶わ

ん坂内の駐車場専用化の情報を提供する。 
 ○  

④ 

鉄道駅にアクセスす

るシャトルバスの運

行による利便性向上 

・平成 19 年度に引き続き JR 京都駅と東山地区と

を連絡する交通局による東山シャトルバスを，

また京阪電鉄清水五条駅と市営清水坂観光駐車

場とを連絡する京阪バスによる清水シャトルバ

スを運行する。清水シャトルバスについては有

料運行を実施する。 

 ○  

東
山
地
区
内
で
の
交
通
対
策 

⑤ 

五条坂・茶わん坂内の

駐車場専用化による

五条坂への流入抑制 

・秋の交通対策期間中に市営清水坂観光駐車場を

観光バス専用化，清水寺門前駐車場，パークフ

ァースト,キリン 24をタクシー専用化とする。 
  ○ 

⑥ 

タクシー乗場の利用

適正化による交通阻

害要因の排除 

・市営清水坂観光駐車場前のタクシー乗場を清水

寺門前駐車場内に移動するとともに，大谷本廟前

のタクシー乗場を閉鎖する。 
  ○ 

⑦ 
東山地区内での誘導 

強化による交通円滑化 

・看板，横断幕の設置により，東山地区へ向かう

自家用車に対し，五条坂・茶わん坂内の駐車場

が観光バス及びタクシー専用化であることを周

知するとともに，東山地区外への誘導を行う。 

  ○ 

⑧ 

東大路通南行き車両の

左折禁止による歩行者

の安全性確保と五条坂

への流入抑制 

・東大路通南行きから，五条坂への左折進入を 

禁止する。 
  ○ 

⑨ 
東山地区における 

警備・誘導の実施 

・五条坂に交通誘導員を配置するとともに，東山

五条交差点をはじめとした歩行者が集中する为

要なポイントに交通誘導員を配置する。 
  ○ 

⑩ 

バス停の分離・移設に

よる歩行者の快適性

の向上と交通円滑化 

・東大路通北行の五条坂バス停を系統別に分離す

るとともに，南行の五条坂バスについては，北

側へ約 200m移設する。 
  ○ 

⑪ 
路上駐停車の排除に

よる交通の円滑化 

・東大路通において入出荷等の荷捌きへの協力依

頼を行うとともに，駐車監視員活動ガイドライ

ンに基づく東山警察署の指導を強化する。 
  ○ 

⑫ 

歩行者に対する案内

の充実と安全確保の

充実 

・観光ボランティアを募り，東大路通において案

内チラシ配布等による歩行者案内を実施する。 
  ○ 

東
福
寺
周
辺
で
の 

交
通
対
策 

⑬ 
東福寺周辺での 

交通対策 

・東福寺周辺に駐車する観光バス対策として，臨

時待機場を開設し，九条陸橋上で誘導を行う。 

・九条陸橋本町通周辺で臨時交通規制を実施する。 

  ○ 

【平成 20年度東山交通対策の実施概要】 



【平成 20年度東山交通対策の概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五条通 

東
大
路
通 

川
端
通 

四条通 

三条通 

国
道
１
号 

七条通 

P 
市営清水坂 
観光駐車場 

東山シャトルバス 

清水シャトルバス 

路上駐停車の排除 

バス停の分離・移設 

タクシー乗場の 
利用適正化 

地区内の 
誘導強化 

観光バス専用化 
東大路通南行 
左折禁止 

東山地区外への
迂回誘導 

警備・誘導強化 
歩行者案内充実 

東山地区外への
迂回誘導 

丸太町通 

タクシー専用化 

凡  例 

・・・迂回誘導看板 
・・・五条坂・茶わん坂内駐車場専用化看板 
・・・市営駐車場 
・・・民間駐車場 
・・・東山周辺地区での交通対策 
・・・東山地区内での交通対策 

P 

 

 



Ⅱ-２ 交通対策の実施概要 

１ 東山交通対策の周知について 

 

（実施概要） 

自家用車の流入抑制及び交通対策の周知徹底を目的として，様々な媒体を活用し，可能な限り広範囲

に周知・ＰＲを行いました。 

 

（１）ポスターの掲示 

・パーク＆ライドの周知ポスターを鉄道駅及び高速道路サービスエリア・パーキングエリアに掲示

しました。 

（２）チラシの配布 

●パーク＆ライド駐車場の案内チラシの配布 

・高速道路インターチェンジ出口料金所に加え，主要なサービスエリア及びパーキングエリアにお

いてチラシの配布を行いました。 

●地元住民への交通対策内容の周知 

・10月の中下旬に交通対策を周知するチラシを配布し，地元住民への周知徹底を図りました。 

（３）インターネットによる情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地元配布チラシ】 【ポスター・パンフレットイメージ】 

 



２ 東山地区中心部での交通対策 

（実施概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市営清水坂 

観光駐車場 

 

清水寺門前 

駐車場 

 

五条通 

東
大
路
通 川

端
通 

五条坂 

清水坂 

高台寺 

駐車場 

 

  

仮設看板等により，東山

地区外へ迂回誘導 

東山五条交差点のゼブラ

ゾーンに大型看板を設置

し，五条坂への自家用車

の流入を抑制 

  ：仮設看板 

パークファースト 

駐車場 

 
清水寺門前駐車場・パークファーストを

タクシー専用化 

市営清水坂観光駐車場前のタクシー乗降

場を降場専用とし，清水寺門前駐車場内

に臨時タクシー乗場を設置 

市営清水坂観光駐車場を観光バス専用化 

大谷本廟前タクシー乗場を閉鎖 

東大路通南行からの左折を禁止 



(交通状況の変化について) 

 

●渋滞長及び所要時間などが減尐 

・各種の交通対策を実施した結果、昨年度に比べ，五条坂へ流入する交通量が減少しました。 

・五条坂内に流入する交通量が減少したこと等により，東大路通の南進で昨年度よりも旅行時間，

渋滞長が減少しました。 

 

 

【五条坂流入交通量の車種別経年比較(H19-H20)(7時～21時)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東山五条交差点を先頭とした 

東大路通南進の渋滞長】 

【東大路通南進 

（丸太町通～五条通）の所要時間】 
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３ 路上駐停車の抑制及び歩行者に対する案内の充実 

 

（実施概要） 

路上駐停車による交通阻害要因を排除するとともに，路線バスの円滑な運行を図るため，東山署の協力を得て路上駐停車の取締りを強化しました。また，同取組と併せ，東大路通の観光客への案内の充実を図り，東大路通から

の歩行者の分散と歩行者の利便性・快適性の向上を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●路上駐停車の抑制 

・路上駐停車による交通阻害要因を排除し，東大路通の有する本

来の交通容量を確保するため，東山署の協力を得て，警察官，

駐車監視員による取締り及び指導を強化しました。 

・なお，取締りを強化する路線は，駐車監視員活動ガイドライン

最重点路線の東大路通及び駐車監視員活動ガイドライン重点路

線の四条通，五条通としました。 

●歩行者に対する案内の充実 

・「歩行者案内マップ」を観光客に配布するとともに，東

大路通沿道に観光案内所を設置しました。 

【取組の様子】 

【取組の様子】 

【配布した案内マップ】 

【東山地区の路上駐停車取締り強化エリア】 

五条通 

東
大
路
通 

東
大
路
通 

四条通 

駐車監視員活動ガイド

ライン重点路線 

 

駐車監視員活動ガイド

ライン重点路線 

 

駐車監視員活動ガイド

ライン最重点路線 

 

対策時間前に入出荷

の荷捌きを協力依頼 



４ 鉄道駅にアクセスするシャトルバスの運行 

 

（実施概要） 

・鉄道駅から東山地区への利便性を向上し，自家用車から公共交通機関への転換を促進するため，昨

年度に引き続き，JR京都駅と東山五条を結ぶ東山シャトルバスを運行しました。また，京阪電鉄清

水五条駅と市営清水坂観光駐車場を結ぶ清水シャトルバスを運行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シャトルバス利用者の状況】 【シャトルバス運行ルート】 

【シャトルバス利用者の経年変化】 【平成 20年度のシャトルバス利用者の推移】 

東山シャトルバス（五条坂バス停） 

清水シャトルバス（清水坂観光駐車場） 
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五条通 

七条通 

東
大
路
通 

川
端
通 

京都駅 

烏丸五条 

烏丸七条 

五条京阪前 
(臨時停留所) 

五条坂 
（臨時停留所） 

烏
丸
通 

交通局による JR 京都駅と東

山地区とを連絡するシャト

ルバスを運行（運賃 220 円） 

河
原
町
通 

塩小路通 

京阪バスによる京阪電

鉄清水五条駅と東山地

区とを連絡するシャト

ルバスを試験的に運行

（運賃：大人 100 円 小人 50 円） 

京都駅 

市営清水坂 
観光駐車場 

清水五条乗降場 


